
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡
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①指定基準地番号
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼住宅 事務所、飲食店等が混在
する都道沿いの商業地域

稲城730 m

特記すべき事項はない。 ２５ｍ都道 稲城駅　北東方730 m

引き続き物価上昇などの懸念材料が払拭されないなか、このところの
不動産市場における需給動向は落ち着いてきている情勢にある。

街路条件、環境条件等、地域要因に大きな変化はない。

個別的要因の変動はない。

地域要因に特に変動はなく、店舗兼共同住宅を中心とした商業地域として概ね現状を維持するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

対象基準地の類似地域における取引事例を採用して得た比準価格は、取引の実態を反映し説得力がある。一方、収益価
格は、最有効使用の店舗兼共同住宅を想定して求めた投資採算価格であるが、収益不動産市場は未だ熟成していない地
域であり、賃料は土地価格に見合う水準に達していないことから低位に算定された。このため、市場性を反映した実証
的な比準価格を重視し、収益価格を関連付け、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は主に市内の路線商業地域及び駅周辺の近隣商業地域である。需要者はロードサイド型店舗事業者及びマン
ション開発業者等が中心であり、商業地としての熟成度は低いが、各所での区画整理事業の進展による人口の増加や関
連事業者への波及効果もあり、沿道では店舗や事業用地の需要は堅調である。幹線道路沿いの物件の中心価格帯は立地
や規模等により相違はあるが、土地単価は概ね３２０千円／㎡～３５０千円／㎡程度の取引が主体である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

稲城(都) －5 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 7

令和 7 7 1

令和 7 7 3

稲城(都)　5 － 3 東京都 多摩第２ 不動産鑑定士  武林　秀則

多摩アセットコンサルティング

令和 7 6 14

令和 7 7 2

稲城市大字東長沼字七号２１０７番９ 126

1：2 Ｗ 3

南25 m

都道

水道、

ガス、

下水

準住居
(60,200)
準防
高度(2種)
（その他）
地区計画等
(70,200)

150 160 0 20 ３階建程度の店舗兼住宅地

8 15 120 長方形
準住居
(70,200)
準防
高度(2種)
地区計画等

３階建程度の店舗兼住宅地 ない

351,000

197,000

／

／

令和 7 270,000

43,000,000 341,000

□ □■

310,000

稲城 5 1

101.2

100.0 90.2

100.0
348,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-4.5

+7.3

-12.0

0.0

0.0

稲城(都) 5 2

305,000

102.6

100.0 91.7

100.0
341,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+8.3

-23.0

+10.0

0.0

□ □

□ □

■
333,000

+2.4


